令和６年度　職員採用試験実施要領　
社会福祉法人　同朋会

１　職種、職務内容、勤務先及び採用予定人員
	職種
	職務内容
	勤務先
	採用予定
人数

	児童指導員
保育士
	入所児童の生活指導支援
	児童養護施設　さくら園
児童家庭支援センター　ひだまり
(高岡郡佐川町甲1110番地1）
児童心理治療施設　さくらの森学園
(高岡郡佐川町甲1115-3)
	若干名

	相談員
	相談業務
	
	

	心理療法担当
職員
	入所児童及び地域からの相談助言、心理治療
	
	



２　受験資格
　　昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人（新規卒業見込みの人又は当該資格を取得見込みの人を含む）
【児童指導員・保育士】
1 4年制大学の社会福祉学、教育学、社会学、心理学の学科において卒業又は卒業見込みの方
2 4年制大学の上記以外の学科を卒業又は卒業見込みの方（要相談）
3 社会福祉士、保育士、児童指導員、社会福祉主事任用のいずれかの資格をお持ちの方
4 普通自動車運転免許（AT限定可）

【相談員】
1 4年制大学の社会福祉学、教育学、社会学、心理学の学科において卒業又は卒業見込みの方
2 社会福祉士、精神保健福祉士の資格をお持ちの方
3 普通自動車運転免許（AT限定可）

【心理療法担当職員】
1 大学院で臨床心理学を専攻して卒業又は卒業見込みの方
2 公認心理師資格若しくは臨床心理士資格をお持ちの方
3 普通自動車運転免許（AT限定可）

３　応募（受験）の手続き
　（１）申込先
　　　〒789-1201　高知県高岡郡佐川町甲1110-1　社会福祉法人　同朋会　
　　　　　　　　　　℡ 0889-22-1236　

　（２）受付期間
　　　随時受付中（詳しくはお問い合わせください。）

　（３）提出書類及び提出方法
　　　下記の書類を持参又は郵送のいずれかの方法により担当者まで提出してください。
1 履歴書１部（市販のものに写真を添付したもの）
2 大学等の卒業証明書又は卒業見込証明書

　（４）その他
　　　〇　応募に関するお問い合わせは電話かメールにて、担当者までお願いします。
　　　〇　応募書類はお返しできませんのでご了承ください。
　　　〇　受験票は交付しません。当日試験会場にお越しください。

４　試験の実施内容等
（１）試験の日時及び場所
	日　時
	場　所

	適宜調整のうえ実施
	高知県高岡郡佐川町甲1110-1
児童養護施設　さくら園内



（２）試験種目及び内容
	種　目
	内　容

	論文（800字程度）
（60分）
	職務遂行に必要な識見、判断力、思考力等についての筆記試験

	口述（面接）試験
（一人20分程度）
	人物、人柄等についての個別面接による試験



５　合格発表
　〇　受験者全員に合否の結果を文書で通知します。

６　任用等
　（１）採用の時期
　　　　原則として令和7年4月1日（ただし、すでに各資格を有している人については、それ以前に採用される場合もあります）。
　　　　また、採用にあたっては、任命権者において児童福祉法第18条の20の4第3項の規定に基づき、同条第1項のデータベース（保育士特定登録取消者管理システム）を活用することとし、児童生徒性暴力等を行ったことが判明した場合には採用されないことがあります。



　（２）勤務場所について
　　　　さくら園、さくらの森学園、ひだまりのうち試験区分に応じた配属を基本としますが、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務に従事することもあります。

　（３）初任給等
当法人の規定によります。（令和6年4月1日現在）
	職　種
	初　任　給
	備　考

	児童指導員、保育士
	205,200円
	4年制大学新卒者の場合

	
	191,800円
	短期大学新卒者の場合

	相談員
	205,200円
	4年制大学新卒者の場合

	心理療法担当職員
	208,000円
	大学院卒業者の場合


　　※初任給は、採用前の職歴に応じて加算される場合があります。

　　　また、給与規定に基づき賞与（年2回、4.3ケ月程度）、処遇改善手当（月額14,000円）、資格手当（いずれも月額：社会福祉士5,000円、精神保健福祉士5,000円、臨床心理士10,000円、公認心理師10,000円）、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給されます。

　（４）勤務時間、休日等
　　　〇勤務時間
　　　　・児童指導員・保育士：6時30分～22時のうち8時間勤務（シフト制）
　　　　　　　　　　　　　　　1か月単位の変形労働時間制（1か月を平均して1週40時間）
・相談員・心理療法担当：8時30分～17時30分

　　　〇休日
　　　　・変形労働時間制を適用する職員の休日は、1週2日以上、年間当たりの土日の日数を確保（交代制勤務）
　　　　・変形労働時間制を適用されない職員の休日は、土曜日及び日曜日
　　　　・夏期休暇（6月から9月の間で6日間）、冬期休暇（11月から2月の間で6日間）あり

　７　その他の注意事項【問合せ先】
社会福祉法人　同朋会　事務局
〒789-1201　
高知県高岡郡佐川町甲1110番地1
電話(0889)-22-1236
E-mail：sakuraen@douhoukai.or.jp
ホームページ：http://www.douhoukai.or.jp
担当：事務長　國藤尚也

　　　試験当日は次のものを持参ください。
　　　・鉛筆（HB以上の濃さ）
　　　・消しゴム
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